
平成２９年６月の水防法改正にともない、浸水が想定される要配慮者利用

施設では、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。

ビデオでは、荒川の下流域にある要配慮者利用施設の「洪水時の避難確保

計画」作成を支援するために、避難確保計画の基礎知識、作成のポイント、

具体的な作成の手順を解説しています。

洪水に備えて『避難確保計画』を作ろう
～逃げ遅れゼロ実現を目指して～

ビデオは、３つの章（チャプター）で構成されています。ビデオのメニューからチャプター

を選択し、必要なところから視聴することができます。

チャプター１
作成のポイントを
チェックしてみよう 作成の手順

避難確保計画とは？、荒川が
氾濫したら？など、基礎から
知りたい人はこちらから

これから避難先や避難方法を
検討する人はこちらから

避難方針が決まっていて、
これから避難確保計画の様式
に記入する人はこちらから

ホップ ステップ ジャンプ

避難確保計画とは

チャプター２ チャプター３

避難確保計画作成支援ビデオの３つの特徴

避難確保計画の作成状況に応じて観る内容を選択できます特徴１
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ビデオと付属する『避難確保計画作成 チェックシート」』活用して、施設の水害のリスクや

設備・備蓄、避難時に必要な施設利用者への配慮など“施設の現状”を整理することができ

ます。

ビデオと付属する『避難確保計画作成に向けた「避難方法の決定」フロー』活用して、“施設

の現状”に応じた避難方法を計画することができます。

避難確保計画作成チェックシート

避難確保計画作成に向けた
「避難方法の決定」フロー

避難確保計画の作成に向けた“施設の現状”を整理できます特徴２

“施設の現状”に応じた避難方法を計画できます特徴３
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